
株式会社 ダイキエンジニアリング 行動計画 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次の

ように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 6年 4月 1日～令和 8年 3月 31日までの 2年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

●令和 6年 4月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

●令和 6年 5月～ 管理方法の再確認 

 

 

 

＜対策＞ 

●令和 6年４月～ 会社説明会の中で女性が活躍できる環境・職場である事についてアピール 

する(会社案内、社内報を使い社内で活躍する女性の紹介等) 

 

〈女性の活躍に関する情報公表〉 

公表項目 率割合 年度 

有給休暇取得率 100％ 
令和５年度 

（令和 5.1.16～令和５.12.15） 

 

公表項目 率割合 年度 

労働者に対する女性割合 24％ 
令和５年度 

（令和 6.1.18 時点） 

 

    公表項目       区分       差異 

 

男女の賃金の差異 

 

全労働者 82.５% 

正社員 83.5% 

契約社員 83.5% 

パート・アルバイト 92.9% 

※集計データ（令和５.1.16～令和５.12.15） 

※パート労働者など短時間勤務の者については、1 日 8時間勤務で換算して平均年間賃金を 

集計しています。 

 

 

株式会社 ダイキエンジニアリング 

代表取締役 岡部 誠之 

目標１：年次有給休暇の取得促進(全員が年間５日を超えて取得する。) 

目標２：労働者に対する女性割合を 30％以上とする 


